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＜事業の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請書は、①は妊娠届出時に手渡し、②は出生連絡票受理面談時に手渡し 

(妊娠届出が代理人の場合は、裏面 Q1参照) 
 

＜対象者＞ 

 ・申請日時点で幸手市に住民票がある方（裏面 Q2 も参照） 

 ・令和４年４月１日以降に妊娠、出産した方 

 ・他市町村で国の出産・子育て応援金の支給を受けていない方 

 

＜申請の流れ＞ 

 

①出産応援金 

                                  

            面談から２か月以内                     活用例 

              かつ妊娠中 

              

                

 

②子育て応援金 
 

 

         赤ちゃん訪問後かつ生後３か月以内 

 

＜必要書類＞ 

（１）幸手市出産・子育て応援交付金申請書兼請求書 

（２）本人確認書類の写し（申請書に記入した氏名・住所・生年月日が確認できるもの） 

(申請者・請求者の運転免許証、マイナンバーカード（表面）、パスポート など) 

（３）振込先金融機関口座を確認できる写し(通帳、キャッシュカード など) 
 

 

市では、妊娠期から出産・子育てまでを一貫して身近で相談に応じ、必要な支援行う
「伴走型相談支援」と、出産応援金と子育て応援金を支給する「経済的支援」を一体とし
た事業を行い、出産と子育てを応援します。(国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づきます) 

応援事業のお知らせ 

面談 面談または訪問 

妊娠届出 妊娠８か月 出産後 

赤ちゃん訪問 

助産師・保健師等による伴走型相談支援 

①出産応援金 
妊婦１人につき５万円 

②子育て応援金 
出生した子ども１人につき５万円 

出産までどのように 

過ごしたらいいかしら 
出産間近、 

準備これで大丈夫？ 

育休中、赤ちゃんの 

お世話や家事うまくできるかな 

準備これで大丈夫？ 

・うまく母乳をあげられない… 

・育児疲れを感じる… 

妊娠届出時 

面談 申請書に 

必要書類を

添えて申請 

(窓口・郵送) 
赤ちゃん 

訪問 

指定口座に 

応援金を 

振込 

出産準備品の購入等 

育児用品の購入 

医療費 等 

子育て支援サービス等 
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＜Q＆A＞ 

Q１ 申請には面談が必要ですか？ 

A１ 伴走型相談支援として、妊娠届出や出産後の面談を行います。交付金の支給には面談

が必須となるため、代理人が妊娠届出を行った場合、面談日について連絡します。 

 

Q２ 妊娠中に市外から転入した場合や、出産後に転入した場合でも申請はできますか？ 

A２ 申請日時点で幸手市に住民票がある場合は、申請が可能です。ただし、転入前の自治体

で交付申請済みの場合は申請できません。申請・給付状況を転入前の自治体に確認させて

いただきます。 

 

Q３ 妊娠届出後に流産（死産）した場合は対象になりますか？ 

A３ 妊娠を対象とした出産応援交付金（５万円）は支給対象になります。 

 

Ｑ４ 出産応援交付金の申請は、妊婦以外の者ができますか。 

Ａ４ 申請者は妊婦本人です。特段の事情で代理人が申請をする場合、委任状が必要です。 

   詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。 

 

Q５ 子育て応援交付金の申請は、対象となる子どもの父親または母親のどちらでしょうか？ 

A５ お子さんを養育する方が申請できますが、特段事情がなければ、赤ちゃん訪問を受けた

母親で申請してください。 

 

Q６ 里帰り先で、新生児訪問（赤ちゃん訪問）を受けた場合の「子育て応援交付金」はどこで申

請できますか？ 

A６ 住民票のある幸手市で申請を行い、支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先・申請書提出先】  

〒３４０－０１５２ 幸手市天神島１０３０－１  こども支援課 こども家庭センター 宛 

電話  ０４８０－４２－８４５７ 


